
公 告

このたび観音寺市豊浜町の一部の区域を受益地とする県営農村地域防災減災事業（防災

重点農業用ため池緊急整備事業）弦池地区計画概要書に基づき、県営土地改良事業として施

行すべく申請したいので、土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 85 条第２項の規定によ

り、下記書類とともに公告する。

なお、この受益地内にある農用地の所有者で、その農用地について耕作もしくは養畜の業

務を営まない者又はこの地域内にある農用地以外の土地を所有権以外の権原に基づいて使

用収益している者で、その農用地又は土地についてこの土地改良事業に参加しようとする

者は、同法第３条の規定により令和８年１月１７日までに観音寺市農業委員会に申し出ら

れたい。

令和 ８年 １月 ５日

申 請 人（代表）

住 所

氏 名

記

１．公告する書類の名称

県営農村地域防災減災事業（防災重点農業用ため池緊急整備事業）

弦池地区事業計画概要書

その他必要な事項の関係書類

２ 公告期間

令和８年１月５日から令和８年１月１０日まで ５日間

３ 公告場所

観音寺市掲示場及び観音寺市ホームページ



県営農村地域防災減災事業

（防災重点農業用ため池緊急整備事業）

事 業 計 画 概 要 書

つるいけ

弦池地区



県営農村地域防災減災事業

（防災重点農業用ため池緊急整備事業）弦池地区

事 業 計 画 概 要 書

第１章 目 的

本地区のため池は、観音寺市豊浜町箕浦に位置する老朽ため池である。

近年、堤体からの漏水が顕著となり、また、洪水吐の能力及び取水施設の

緊急放流能力が不足していると考えられるため、豪雨･巨大地震時には堤体

の決壊が懸念される。

ため池の下流域には人家、農地、生活道路があり、決壊すれば多大な被害

が想定されることから、災害の防止、農業用水の確保のため、堤体、取水施

設及び洪水吐の改修を行い、災害を未然に防止する。

第２章 地域の所在及び現況

１．所 在

観音寺市豊浜町箕浦

２．現 況

弦池は観音寺市豊浜町の 2.7haの受益地をかんがいする主要なため池で

ある。近年、取水施設及び洪水吐の老朽化が著しく進行しており、また堤

体裏法から漏水が見られ、危険な状態である。

そのため、用水確保並びに台風、梅雨等の豪雨時による災害防止のため、

早急な改修が必要である。

第３章 基本計画

１．計画の趣旨

県営農村地域防災減災事業にて、弦池を改修することにより、下流域の

農地、人家、農業用施設の防災・減災対策を実施し、農業経営の安定と地

域住民の暮らしの安全の確保を図る。

２．主要工事計画

ため池改修・・・１箇所

堤 体 工 １式

取水施設工 １式

洪水吐工 １式



３．環境への配慮

本地区は観音寺市田園環境整備マスタープランにおいて環境配慮地域

に指定されている。事業の実施に当たっては周辺環境への影響緩和等に

ついて配慮するため、工事期間中は在来種の保全、水質の改善に努める。

第４章 工事又は管理の要領

工事は県営事業として実施し、施設の管理は豊浜町土地改良区におい

て行う。

第５章 換地計画の要領

該当なし

第６章 費用の概算

総事業費・・・２４０，０００，０００円

第７章 効 用

本事業の実施により、ため池下流域の災害被害が防止され、地域農業の

安定と国土環境保全が図られる。

第８章 他の事業との関係

該当なし

第９章 計画概要図

別添のとおり



事業費の負担区分及び分担金の賦課基準の予定

（１）負 担 区 分

国 庫 補 助 金 １３２，０００，０００円

県 補 助 金 ７９，２００，０００円

地 元 負 担 金 ２８，８００，０００円

計 ２４０，０００，０００円

（２）地元負担金の内訳

観 音 寺 市 ２６，４００，０００円

賦 課 金 ２，４００，０００円

計 ２８，８００，０００円

（３）賦課基準の予定

観音寺市が２６，４００，０００円を負担し、２，４００，０００円は

豊浜町土地改良区の賦課金として受益地の地積割りにより賦課する。



当該土地改良事業によって造成される施設等の予定管理方法

１．管理者

豊浜町土地改良区

理事長 井上 浩司

２．管理すべき施設の種類

提 体 工 １式

取水施設工 １式

洪水吐工 １式

３．配水時期

毎年 ５月 ～ １０月

４．管理に要する費用の概算及び負担方法

管理費用 年間 約 130 千円

負担方法 地積割りで徴集

５．その他管理方法に関する基本事項

特になし



特別徴収金の徴収について

この県営農村地域防災減災事業（防災重点農業用ため池緊急整備事業）弦池地

区の施行に係る地区内の土地につき、土地改良法第１１３条の３第３項の規定

に基づく公告のあった日（その公告において工事完了の日が示されたときは、そ

の示された日）の属する年度の翌年度から起算して８年を経過しない間に、当該

土地をこの事業の計画において予定した用途以外の用途（以下「目的外用途」と

いう。）に供するため所有権の移転等をした場合、又は当該土地を自ら目的外用

途に供した場合には、同法第９１条の２の規定による特別徴収金を徴収される

ことがある。



「電子国土基本図」（国土地理院） （https://maps.gsi.go.jp）をもとに

香川県西讃土地改良事務所にて作成

弦池

県営農村地域防災減災事業

（防災重点農業用ため池緊急整備事業）

弦池地区 位置図

県  名 香川県 市町村名 観音寺市
総事業費
受益面積
工事内容
ため池番号
工事場所 観音寺市豊浜町箕浦

令和８年度 新規地区概要

240,000千円
2.7ha

ため池工 N＝１箇所
372050043

県内位置図

観音寺市

三豊市

まんのう町

善通寺市

琴平町

多度津町 丸亀市

宇多津町 坂出市

高松市

綾川町

三木町

さぬき市

東かがわ市

小豆島町

土庄町

直島町

弦池
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